
 

 

 

 

（第７９号議案） 

中野区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 

項 目 内      容 

改正の趣旨 

令和７年４月１日に国家公務員等の旅費に関する法律（昭和 25 年法律第 114 号。以下「法」とい

う。）の改正等があり、国家公務員等の旅費制度について、旅費の種目や宿泊費の上限額等の見直

しが行われた。 

これを踏まえ、国との均衡を図る観点から、国家公務員等の旅費制度の改正に準じた見直しを行

う。 

主な改正内容 

旅費の種目や旅費の区分等の改正をする。（主な改正内容は、別紙１を参照） 

１.旅費の種目 

 改正案  現行 

交通費 その他の交通費 ← 車賃 

宿泊費等 

宿泊費 ← 宿泊料 

※包括宿泊費（新設）   

宿泊手当 ← ｛ 

旅行雑費 

｝ 
外国旅行日当 

食卓料 

転居費等 

転居費 ← 移転料 

着後滞在費 ← 着後手当 

家族移転費 ← 扶養親族移転料 

その他の種目 渡航雑費 ← 渡航手数料 

２.旅費の区分 

改正案  現行 

内国旅行 ← 内国旅行 

廃止 ← （近接地内） 

廃止 ← （近接地外） 

外国旅行 ← 外国旅行 

※近接地とは、島しょを除く都内全域及び中野区役所の最寄駅であるＪＲ中野駅から、出

張先となる市町村役場の最寄駅までの公共交通機関の営業距離が６０km 未満の範囲 

附則で改正する

条例 

中野区職員の旅費に関する条例の改正に伴い、以下の条例を附則で改正する。（改正内容は、別

紙２を参照） 

１.中野区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例 

2.中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

3.中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例 

4.中野区長等の給料等に関する条例 

5.中野区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例  

6.中野区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例 

7.選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例  

施行日 令和８年４月１日 

新旧対照表 別紙３を参照 
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別紙１ 

旅費の種目 改正案 現行 

交通費 鉄道賃 各料金の距離制限を廃止 内国旅行における一部鉄道賃について距離制限を設けて

いる。〈急行料金の利用条件〉特別急行列車・・・片道

100km 以上 普通急行列車・・・片道 50km 以上 

〈座席指定料金の利用条件〉 普通急行列車で片道

100km 以上 

その他の

交通費 

鉄道、船舶、航空機以外にかかる交通費 

レンタカーに要する費用を、旅費として支給することができ

る。 

（現行の名称は 車賃) 

鉄道、船舶、航空機以外にかかる交通費 

レンタカーに要する費用は、使用料及び賃借料として支給

している。 

宿 泊 費

等 

宿泊費 地域の実情等を勘案した宿泊費基準額を上限とした範囲

内で実費額を支給。宿泊費基準額は省令を参照。 

【内国旅行】都道府県ごとに設定 ※ 以下、一部抜粋 

 

【外国旅行】国・都市ごとに設定 ※ 以下、一部抜粋 

 

区分 

宿泊費（一夜につき） 

区長・議長・ 

特別職・議員 

一般職員 

北海道 １８，０００円 １３，０００円 

福島県 １１，０００円  ８，０００円 

東京都 ２７，０００円 １９，０００円 

新潟県 ２２，０００円 １６，０００円 

愛知県 １５，０００円 １１，０００円 

京都府 ２７，０００円 １９，０００円 

大阪府 １８，０００円 １３，０００円 

広島県 １８，０００円 １３，０００円 

鹿児島県 １７，０００円 １２，０００円 

沖縄県 １５，０００円 １１，０００円 

区分 

宿泊費（一夜につき） 

区長・議長・ 

特別職・議員 

一般職員 

ボストン ６５，０００円 ５９，０００円 

ニューヨーク ６３，０００円 ５７，０００円 

ソウル ２９，０００円 ２６，０００円 

ベルリン ２８，０００円 ２５，０００円 

(現行の名称は 宿泊料) 

宿泊先の区分に応じた限度額の範囲内で実費額を支給 

【内国旅行】 

甲地方・・・特別区、横浜市、名古屋市等の物価や宿泊費

が比較的高い都市部 

乙地方・・・甲地方以外 

 

 

 

 

 

 

 

【外国旅行】 

 

区分 

宿泊料（一夜につき） 

区長・議長 特別職・議員 一般職員 

甲地方 １６,５００円 １５,０００円 １３,１００円 

乙地方 １４,９００円 １３,５００円 １１,８００円 

区分 

宿泊料（一夜につき） 

区長・議長 特別職・議員 一般職員 

指定 

都市 

２９,０００円 ２５,７００円 ２２,５００円 

甲地方 ２４,２００円 ２１,５００円 １８,８００円 

乙地方 １９,４００円 １７,２００円 １５,１００円 

丙地方 １７,４００円 １５,５００円 １３,５００円 

包 括 宿

泊費（新

設） 

パック旅行に要する費用を支給するための旅費として新

設 

 
 
 

規定なし 
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宿 泊 手

当 

夕朝食代を含む諸雑費に充てるための旅費として、宿泊

を伴う旅行に支給 

【内国旅行】 

 一夜当たり 2,400 円（定額） 

※ 宿泊費に１食分（朝食又は夕食）が含まれる場合は、

1,600 円、宿泊費に２食分（朝食と夕食）が含まれる場合

は、800 円とする。 

【外国旅行】 

 一夜当たり 4,500～５,400 円（国・地域ごとに設定） 

※ 宿泊費に１食分（朝食又は夕食）が含まれる場合は、

3,000～３,600 円、宿泊費に２食分（朝食と夕食）が含ま

れる場合は、1,500～1,800 円とする。 

（現行の名称は 旅行雑費・外国旅行日当） 

旅行中の日数に応じ、旅行中の諸雑費に充てるため、一

日当たりの定額により支給 

【内国旅行】 

区分 

旅行雑費（一日につき） 

区長・議長 特別職・議員 一般職員 

近接地内 ２００円（５時間以上） 

近接地外 

（日帰り） 

１，６５０円 １，５００円   ５００円 

近接地外 

（宿泊） 

３，３００円 ３，０００円 １，０００円 

【外国旅行】 

 

区分 

外国旅行日当（一日につき） 

区長・議長 特別職・議員 一般職員 

指定都市 ９,４００円 ８,３００円 ７,２００円 

甲地方 ７,９００円 ７,０００円 ６,２００円 

乙地方 ６,３００円 ５,６００円 ５,０００円 

丙地方 ５,７００円 ５,１００円 ４,５００円 

（現行の名称は 食卓料） 

旅行中の食事代（朝・夕食）のための旅費 

【内国旅行】 

区分 食卓料（一夜につき） 

区長・議長 ３,３００円 

特別職・議員 ３,０００円 

一般職員 ２,６００円 

【外国旅行】 

区分 食卓料（一夜につき） 

区長・議長 ８,０００円 

特別職・議員 ７,７００円 

一般職員 ６,７００円 

※１ 宿が素泊まりの場合は、食卓料相当額を宿泊料上額

を超えない範囲で加算できる。 

※２ 宿が１食付の場合は、食卓料の半額相当額を宿泊料

上限額を超えない範囲で加算できる。 

※３ 宿が２食付の場合は、食卓料相当額の加算はなし。 

その他の

種目 

渡 航 雑

費 

外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費

用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料

並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして任命

権者が定める費用の額とする。 

（現行の名称は 渡航手数料） 

旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数

料、外貨交換手数料、空港旅客サービス施設使用料並び

に入出国税の実費額を支給している。 
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別紙２ 

 改 正 を 要 す る

条例 

改正案 現行 

種目 宿泊費対象区分 種類 宿泊料対象区分 

１ 中野区附属機

関の構成員の

報酬及び費用

弁 償 に 関 す る

条例 

（公務のため特別区の

存する区域外を旅行し

たとき）鉄道賃、船賃、

航空賃、その他の交通

費、宿泊費、包括宿泊

費及び宿泊手当 

（会議に出席するため

旅行したとき）鉄道賃、

船賃、その他の交通費

及び宿泊費 

改正なし （公務のため特別区の

存する区域外を旅行し

たとき）鉄道賃、船賃、

航空賃、車賃、旅行雑

費、宿泊料及び食卓料 

 

（会議に出席するため

旅行したとき）鉄道賃、

船賃、車賃及び宿泊料 

中野区職員の旅費に

関する条例に規定する

額（以下「職員相当額」

という。） 

２ 中野区議会議

員の議員報酬

及び費用弁償

等 に 関 す る 条

例 

鉄 道 賃 、 船 賃 、 航 空

賃、その他の交通費、

宿泊費、包括宿泊費、

宿泊手当、渡航雑費及

び死亡手当 

区長等相当額 鉄 道 賃 、 船 賃 、 航 空

賃、車賃、外国旅行日

当 、 旅 行 雑 費 、 宿 泊

料、食卓料及び渡航手

数料 

中野区長等の給料等

に関する条例に規定す

る副区長、教育長及び

常勤の監査委員に相

当する額（以下「副区

長等相当額」という。）

（ただし、議長又は副

議長が議会を代表す

る場合は区長相当額） 

３ 中野区行政委

員会の委員及

び非常勤の監

査委員の報酬

及び費用弁償

に関する条例 

鉄 道 賃 、 船 賃 、 航 空

賃、その他の交通費、

宿泊費、包括宿泊費、

宿泊手当及び渡航雑

費 

区長等相当額 鉄 道 賃 、 船 賃 、 航 空

賃、車賃、外国旅行日

当 、 旅 行 雑 費 、 宿 泊

料、食卓料及び渡航手

数料 

副区長等相当額 

４ 中野区長等の

給料等に 関す

る条例 

鉄 道 賃 、 船 賃 、 航 空

賃、その他の交通費、

宿泊手当、宿泊費、包

括宿泊費、転居費、着

後滞在費、家族移転

費、渡航雑費及び死亡

手当 

【区長等】国家公務員

等の旅費に関する法

律施行令及び国家公

務員等の旅費支給規

程の規定により、指定

職職員等に支給される

額に相当する額（区

長相当額は、その他

の特別職相当額と同

額） 

鉄 道 賃 、 船 賃 、 航 空

賃、車賃、外国旅行日

当 、 旅 行 雑 費 、 宿 泊

料、食卓料、移転料、

着後手当、扶養親族移

転料、渡航手数料 

【区長】国家公務員等

の旅費に関する法律

の規定により、内閣総

理大臣等のうち、その

他の者に支給される額

に相当する額 

【副区長、教育長及び

常勤の監査委員】国家

公務員等の旅費に関

する法律の規定によ

り、指定職の職務にあ

る者に支給される額に

相当する額 
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５ 中野区非常勤

職員の報酬及

び費用 弁償に

関する条例 

鉄 道 賃 、 船 賃 、 航 空

賃、その他の交通費、

宿泊費、包括宿泊費及

び宿泊手当 

改正なし 鉄 道 賃 、 船 賃 、 航 空

賃、車賃、旅行雑費、

宿泊料及び食卓料 

職員相当額 

６ 中野区議会等

の求めにより出

頭 し た 者 等 の

費用弁償に 関

する条例 

鉄 道 賃 、 船 賃 、 航 空

賃、その他の交通費、

宿泊費、包括宿泊費及

び宿泊手当 

改正なし 鉄 道 賃 、 船 賃 、 航 空

賃、車賃、旅行雑費、

宿泊料及び食卓料 

職員相当額 

７ 選挙長等の報

酬及び費用弁

償 に 関 す る 条

例 

鉄 道 賃 、 船 賃 、 航 空

賃、その他の交通費、

宿泊費、包括宿泊費及

び宿泊手当 

改正なし 鉄 道 賃 、 船 賃 、 航 空

賃、車賃、旅行雑費、

宿泊料及び食卓料 

職員相当額 
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別紙３ 

中野区職員の旅費に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

目次  

 第１章 総則（第１条―第７条）  

 第２章 旅費の種目及び内容  

  第１節 通則（第８条）  

  第２節 交通費（第９条―第１２条）  

  第３節 宿泊費等（第１３条―第１５条）  

  第４節 転居費等（第１６条―第１８条）  

  第５節 その他の種目（第１９条・第２０条）  

 第３章 雑則（第２１条―第２７条）  

 附則  

第１章 総則 第１章 総則 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 削除 

⑴ 内国旅行 本邦（本州、北海道、四国、九州及び

国家公務員等の旅費支給規程（昭和２５年大蔵省

令第４５号。以下「省令」という。）第２条に規定す

る附属の島の存する領域をいう。以下同じ。）にお

ける旅行をいう。 

⑵ 内国旅行 本邦（本州、北海道、四国、九州及び

財務省令で定めるその附属の島の存する領域を

いう。以下同じ。）における旅行をいう。 

⑵ （略） ⑶ （略） 

⑶ 出張 職員が公務のため一時その在勤庁（常時

勤務する在勤庁のない場合又は任命権者若しく

は任命権者の委任を受けた者（以下「旅行命令権

者」という。）が認める場合には、その住所、居所そ

の他旅行命令権者が認める場所）を離れて旅行

することをいう。 

⑷ 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れ

て旅行することをいう。 

⑷ 赴任 中野区（以下「区」という。）の要請に基づ

いて国若しくは他の地方公共団体等を退職し、引

き続いて採用された職員若しくは任命権者があら

かじめ特別区人事委員会と協議して指定した職に

充てるため採用された職員がその採用に伴う移転

のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、転

任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のた

め旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。 

 

 

 

⑸ 赴任 区の要請に基づいて国若しくは他の地方

公共団体等を退職し、引き続いて採用された職員

若しくは任命権者が特別区人事委員会（以下「人

事委員会」という。）と協議して指定した職に充て

るため採用された職員がその採用に伴う移転のた

め住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、転任を

命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧

在勤庁から新在勤庁に旅行し、又は住所若しくは

居所を移転する者で任命権者が人事委員会と協

議して特別の事情があると認められたものが、移
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転のため旅行することをいう。 

⑸ 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合におい

て、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地

に旅行することをいう。 

 

⑹ 家族 内国旅行にあつては職員の配偶者（婚姻

の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含む。以下同じ。）、パートナーシッ

プ関係（双方又はいずれか一方が性的マイノリテ

ィであり、互いを人生のパートナーとして、相互の

人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力

し合うことを約した２者間の関係その他の婚姻関

係に相当すると任命権者が認める２者間の関係を

いう。）の相手方（以下「パートナーシップ関係の相

手方」という。）、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉

妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行

にあつては職員の配偶者、パートナーシップ関係

の相手方及び子で職員と生計を一にするものを

いう。 

⑹ 扶養親族 内国旅行にあつては職員の配偶者

（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。以下同じ。）、パートナーシップ関係

（双方又はいずれか一方が性的マイノリティであ

り、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を

尊重し、日常の生活において継続的に協力し合う

ことを約した２者間の関係その他の婚姻関係に相

当すると任命権者が認める２者間の関係をいう。）

の相手方（以下「パートナーシップ関係の相手方」

という。）、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主

として職員の収入によつて生計を維持しているも

のをいい、外国旅行にあつては職員の配偶者、パ

ートナーシップ関係の相手方及び子で主として職

員の収入によつて生計を維持しているものをい

う。 

⑺ 遺族 職員の配偶者、パートナーシップ関係の相

手方、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに

職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の

親族をいう。 

 

⑻ 旅行役務提供者 旅行業者（旅行業法（昭和２７

年法律第２３９号）第６条の４第１項に規定する旅

行業者をいう。）その他の任命権者が定める者（以

下「旅行業者等」という。）であつて、区と旅行役務

提供契約（旅行業者等が区に対して旅行に係る役

務その他の任命権者が定めるものを旅行者に提

供することを約し、かつ、区が当該旅行業者等に

対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支

払うことを約する契約をいう。以下同じ。）を締結

したものをいう。 

 

 ２ この条例において「何々地」という場合には市町村

の地域（特別区の存する区域にあつてはその全地

域）をいい、外国にあつてはこれに準ずる地域をいう

ものとする。ただし、「近接地」という場合には、別表

第１に定める地域をいうものとする。 

（旅費の支給） （旅費の支給） 

第３条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職

員に対し、旅費を支給する。 

第３条 職員が出張し又は赴任した場合には、その職

員に対し旅費を支給する。 

２ 職員、その配偶者、パートナーシップ関係の相手方

若しくは子又はその遺族が次の各号のいずれかに

２ 職員が旅行中に退職、免職、失職又は休職した場

合の職員の旅費及び職員が死亡した場合の遺族の
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該当する場合には、当該各号に定める者に対し、旅

費を支給する。 

旅費については、人事委員会規則で定める。 

⑴ 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退

職、免職、失職又は休職（以下「退職等」という。）

となつた場合（当該退職等に伴う旅行を必要とし

ない場合を除く。） 当該職員 

 

⑵ 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死

亡した場合 当該職員の遺族 

 

⑶ 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦

にある遺族がその死亡の日の翌日から３月以内に

その居住地を出発して帰住したとき 当該遺族 

 

⑷ 職員が出張のための外国旅行中に退職等となつ

た場合（当該退職等に伴う旅行を必要としない場

合を除く。） 当該職員 

 

⑸ 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場

合 当該職員の遺族 

 

３ 職員が前項第１号又は第４号の規定に該当する場

合において、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第１６条各号若しくは第２９条第１項各号に掲げる

事由又はこれらに準ずる事由により退職等となつた

ときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による

旅費は、支給しない。 

 

４ 職員が区の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂

行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等と

して旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給

する。 

３ 職員が本特別区の機関の依頼又は要求に応じ公務

の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳

等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支

給する。 

５ 第１項、第２項及び前項の規定により旅費の支給を

受けることができる者が、次条第３項の規定により旅

行命令等の変更（取消しを含む。以下同じ。）を受

け、又は死亡した場合その他任命権者が定める場合

には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその

者の損失となる金額又は支出を要する金額で任命

権者が定めるものを旅費として支給することができ

る。 

４ 第１項から前項までの規定により旅費の支給を受け

ることができる者（その者の扶養親族の旅行につい

て旅費の支給を受けることができる場合には当該扶

養親族を含む。以下本条において同じ。）が、その出

発前に第４条第３項の規定により旅行命令等を取り

消され又は死亡した場合において、当該旅行のため

既に支出した金額があるときは、当該金額のうちそ

の者の損失となつた金額を旅費として支給すること

ができる。 

６ 第１項、第２項及び第４項の規定により旅費の支給

を受けることができる者が、旅行中天災その他任命

権者が定める事情により概算払を受けた旅費額（概

算払を受けなかつた場合には、概算払を受けること

ができた旅費額に相当する金額）の全部又は一部を

喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で

任命権者が定める金額を旅費として支給することが

できる。 

５ 第１項から第３項までの規定により旅費の支給を受

けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は

天災その他やむを得ない事情により概算払を受けた

旅費額（概算払を受けなかつた場合には概算払を受

けることができた旅費額に相当する金額）の全部又

は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の

範囲内の金額を旅費として支給することができる。 
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７ 第１項、第２項、第４項及び第５項に規定する場合に

おいて、区が旅行役務提供契約に基づき旅行役務

提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に

規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行

役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するもの

として支払うことができる。 

 

（旅行命令等） （旅行命令等） 

第４条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に定める

区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅

行依頼（以下「旅行命令等」という。）によつて行われ

なければならない。 

第４条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる

区分により、任命権者又は任命権者の委任を受けた

者（以下「旅行命令権者」という。）の発する旅行命令

又は、旅行依頼（以下「旅行命令等」という。）によつ

て行われなければならない。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 前条第４項の規定に該当する旅行 旅行依頼 ⑵ 前条第３項の規定に該当する旅行 旅行依頼 

２ 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による

連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることが

できない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能で

ある場合に限り、旅行命令等を発することができる。 

２ 旅行命令権者は電信、電話、郵便等の通信による

連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることが

できない場合でかつ予算上旅費の支出が可能であ

る場合に限り、旅行命令等を発することができる。 

３ 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更を

する必要があると認める場合で、前項の規定に該当

する場合には、自ら又は次条第１項若しくは第２項の

規定による旅行者の申請に基づき、その変更をする

ことができる。 

３ 旅行命令権者は既に発した旅行命令等を変更（取

消を含む。以下同じ。）する必要があると認める場合

で前項の規定に該当する場合には、自ら又は第５条

第１項若しくは第２項の規定による旅行者の申請に

基づきこれを変更することができる。 

４ 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変

更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿（以下

「旅行命令簿等」という。）に任命権者が定める事項

の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通

知してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に

当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合

には、この限りでない。 

４ 旅行命令権者は旅行命令等を発し又はこれを変更

するには旅行命令簿又は旅行依頼簿（以下「旅行命

令簿等」という。）によつてこれをしなければならな

い。ただし旅行命令簿等によるいとまのないときは口

頭により旅行命令等を発し又はこれを変更すること

ができる。この場合においてすみやかに旅行命令簿

等にその旅行に関する事項を記載し、これをその旅

行者に提示しなければならない。 

５ 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又

は記録をしなかつた場合には、できるだけ速やかに

旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録

をしなければならない。 

５ 旅行命令簿等の記載事項及び様式は任命権者が

定める。 

（旅行命令等に従わない旅行） （旅行命令等に従わない旅行） 

第５条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむ

を得ない事情により旅行命令等（前条第３項の規定

により変更を受けた旅行命令等を含む。以下同じ。）

に従つて旅行することができない場合には、あらか

じめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をし

なければならない。 

第５条 旅行者は公務上の必要又は天災その他やむを

得ない事情により旅行命令等（前条第３項の規定に

より変更された旅行命令等を含む。以下この条にお

いて同じ。）に従つて旅行することができない場合に

は、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更

の申請をしなければならない。 

２ 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の ２ 旅行者は前項の規定による旅行命令等の変更の申
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申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従

わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令

権者に旅行命令等の変更の申請をしなければなら

ない。 

請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わ

ないで旅行した後すみやかに旅行命令権者に旅行

命令等の変更の申請をしなければならない。 

３ 旅行者が、前２項の規定による旅行命令等の変更

の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認めら

れなかつた場合において、旅行命令等に従わないで

旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つ

た限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けること

ができる。 

３ 旅行者が前２項の規定による旅行命令等の変更の

申請をせず又は申請をしたがその変更が認められ

なかつた場合において旅行命令等に従わないで旅

行したときは、その旅行者は、旅行命令等に従つた

限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることが

できる。 

 （旅費の種類） 

 第６条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、

外国旅行日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転

料、着後手当、扶養親族移転料及び渡航手数料とす

る。 

 ２ 鉄道賃は、鉄道旅行について実費額により支給す

る。 

 ３ 船賃は、水路旅行について実費額により支給する。 

 ４ 航空賃は、航空旅行について実費額により支給す

る。 

 ５ 車賃は、陸路（鉄道を除く。以下同じ。）旅行につい

て実費額により支給する。 

 ６ 外国旅行日当は、旅行中の日数に応じ１日当たりの

定額により支給する。 

 ７ 旅行雑費は、旅行中の日数に応じ１日当たりの定額

により支給する。 

 ８ 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ１夜当たりの定額に

より支給する。 

 ９ 食卓料は、旅行中の夜数に応じ１夜当たりの定額に

より支給する。 

 １０ 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転につい

て実費額により支給する。 

 １１ 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転につ

いて定額により支給する。 

 １２ 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転

について支給する。 

 １３ 渡航手数料は、外国への出張に伴う雑費について

実費額により支給する。 

（旅費の計算） （旅費の計算） 

第６条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するための

ものとして、次章に規定する旅費の種目及び内容に

基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅

第７条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法によ

り旅行した場合の旅費により計算する。但し公務上

の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も
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行した場合によつて計算する。ただし、公務上の必要

又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的

な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、

その現によつた経路及び方法によつて計算する。 

経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い

場合には、その現によつた経路及び方法によつて計

算する。 

（旅費の請求手続）  

第７条 旅費（概算払に係る旅費を含む。）の支給を受

けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を

受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに

旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役

務提供者は、所定の請求書（当該請求書に記載すべ

き事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によつては認識することができ

ない方式で作られる記録であつて、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）

を含む。以下同じ。）に必要な資料を添えて、これを

当該旅費又は当該金額の支払等を担当する者（以

下「支出担当者等」という。）に提出しなければならな

い。この場合において、必要な資料の全部又は一部

を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費又は旅

費に相当する金額のうちその資料を提出しなかつた

ため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明

らかにされなかつた部分の支給又は支払を受けるこ

とができない。 

 

２ 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該

旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行につい

て前項の規定による旅費の精算をしなければならな

い。 

 

３ 支出担当者等は、前項の規定による精算の結果過

払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払

金を返納させなければならない。 

 

４ 支出担当者等は、その支出し、又は支払つた概算払

に係る旅費の支給を受けた旅行者が第２項に規定す

る期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項に

規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合に

は、当該支出担当者等がその後においてその者に対

し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概

算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額

を差し引かなければならない。 

 

５ 第１項の請求書又は資料が電磁的記録で作成され

ているときは、電磁的方法（電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信の技術を利用する方

法であつて任命権者が定めるものをいう。以下同

じ。）をもつて提出することができる。 
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６ 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的

方法により行われたときは、支出担当者等の使用に

係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がな

された時に当該請求書又は資料を提出したものとみ

なす。 

 

７ 第１項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記

載事項又は記録事項、第２項及び第３項に規定する

期間並びに第４項に規定する給与の種類その他の

必要な事項は、任命権者が定める。 

 

 第８条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要

した日数による。 

 第９条 旅行者が同一地域（第２条第２項に規定する地

域区分による地域をいう。以下同じ。）に滞在する場

合における旅行雑費及び宿泊料は、その地域に到着

した日の翌日から起算して滞在日数１５日を超える

場合にはその超える日数について定額の１０分の１に

相当する額、滞在日数３０日を超える場合にはその

超える日数について定額の１０分の２に相当する額を

それぞれ定額から減じた額による。 

 ２ 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、

前項の滞在日数から除算する。 

 第１０条 削除 

 第１１条 １日の旅行において外国旅行日当、旅行雑費

又は宿泊料（扶養親族移転料のうちこれらの旅費に

相当する部分を含む。以下この条において同じ。）に

ついて定額を異にする事由が生じた場合には、額の

多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。 

 第１２条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行

中において職務の級の変更のあつたときは、最初の

目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区

分して計算する。 

 第１３条 旅費を区分して内国旅行の旅費及び外国旅

行の旅費とし、内国旅行の旅費を更に近接地内旅費

及び近接地外旅費とする。 

   第２章 旅費の種目及び内容 第２章 内国旅行の旅費 

    第１節 通則  

（旅費の種目及び内容）  

第８条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他

の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、

着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当と

し、これらの内容については、この章の定めるところ

による。 

第１４条 削除 
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 （近接地内旅費） 

 第１５条 近接地内の旅行の旅費は、次に規定する旅

費とする。 

 ⑴ 鉄道賃、船賃及び車賃 

 ⑵ 引き続く５時間以上の旅行の場合には、２００円

の旅行雑費 

 ⑶ 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事

情により宿泊する場合には次に規定する宿泊料 

 イ 食事を提供しない公用の施設又は現場等に宿

泊する場合には、別表第２の宿泊料定額の２分

の１に相当する額 

 ロ ホテル・旅館等に宿泊する場合には、別表第２

の宿泊料定額の範囲内の実費額 

 ⑷ 赴任を命ぜられた職員が、職員のための公設宿

舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜ

られ、住所若しくは居所を移転した場合又は任命

権者が人事委員会と協議して住所又は居所の移

転を特に必要と認めて移転した場合には、別表第

２の路程に応じた移転料（扶養親族を随伴しない

場合には、その２分の１に相当する額）の範囲内に

おける実費額。 

 第１６条から第１８条まで 削除 

 （近接地外旅費） 

 第１９条 近接地外の旅行の旅費は鉄道賃、船賃、航空

賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、着後

手当及び扶養親族移転料とする。 

第２節 交通費  

（鉄道賃） （鉄道賃） 

第９条 鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法（昭和６１年法律

第９２号）第２条第１項に規定する鉄道事業の用に供

する鉄道及び軌道法（大正１０年法律第７６号）第１条

第１項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当

するものその他任命権者が定めるものをいう。以下

同じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額

は、次に掲げる費用（第２号から第６号までに掲げる

費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うも

のであつて、公務のため特に必要とするものに限

る。）の額の合計額とする。 

第２０条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃（以下

この条において「運賃」という。）、急行料金、寝台料

金、特別車両料金及び座席指定料金のそれぞれの

範囲内の実費額による。 

⑴ 運賃 ⑴ 乗車に要する運賃 

⑵ 急行料金 ⑵ 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、

前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急

行料金 
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⑶ 寝台料金 ⑶ 公務上の必要により寝台車を利用する場合に

は、前２号に規定する運賃及び急行料金のほか、

任命権者が定める寝台料金 

 ⑷ 公務上の必要により特別車両料金を徴する客車

を利用する場合には、前３号に規定する運賃、急

行料金及び寝台料金のほか、特別車両料金 

⑷ 座席指定料金 ⑸ 座席指定料金を徴する客車を運行する線路によ

る旅行の場合には、前各号に規定する運賃、急行

料金、寝台料金及び特別車両料金のほか、座席

指定料金 

⑸ 特別車両料金  

⑹ 前各号に掲げる費用に付随する費用  

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行

の場合であつて運賃の等級が区分された鉄道により

移動するときは最下級、外国旅行の場合であつて運

賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最

上級（等級が３以上に区分された鉄道により移動す

る場合には、最上級の直近下位の級）の運賃の額と

する。 

２ 前項第２号に規定する急行料金は、任命権者が人

事委員会と協議して特別の事情があると認められる

場合のほか、次の各号の一に該当する場合に限り支

給する。 

 ⑴ 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道

１００キロメートル以上のもの 

 ⑵ 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道

５０キロメートル以上のもの 

 ３ 第１項第５号に規定する座席指定料金は、普通急行

列車を運行する線路による旅行で片道１００キロメー

トル以上のものに該当する場合に限り支給する。 

（船賃） （船賃） 

第１０条 船賃は、船舶（海上運送法（昭和２４年法律第

１８７号）第２条第２項に規定する船舶運航事業の用

に供する船舶、外国におけるこれに相当するものそ

の他任命権者が定めるものをいう。以下同じ。）を利

用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる

費用（第２号から第５号までに掲げる費用は、第１号

に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公

務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計

額とする。 

第２１条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃（はしけ

賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」と

いう。）、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料

金のそれぞれの範囲内の実費額による。 

⑴ 運賃 ⑴ 運賃の等級を３階級に区分する船舶による旅行

の場合には、中級の運賃 

 ⑵ 運賃の等級を２階級に区分する船舶による旅行

の場合には、下級の運賃 

 ⑶ 前２号の規定に該当する場合において同一階級

の運賃を更に２以上に区分する旅行の場合には、
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次に規定する運賃 

 イ 第１号の規定に該当する場合には、最上級の

直近下位の級の運賃 

 ロ 前号の規定に該当する場合には、最上級の運

賃 

 ⑷ 運賃の等級を設けない船舶による場合には、そ

の乗船に要する運賃 

⑵ 寝台料金 ⑸ 公務上の必要により別に寝台料金を必要とする

場合には、前各号に規定する運賃のほか、寝台料

金 

 ⑹ 公務上の必要により第４号に規定する船舶で特

別船室を利用する場合には、同号に規定する運賃

及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室

料金 

⑶ 座席指定料金 ⑺ 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路によ

る旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料

金のほか、座席指定料金 

⑷ 特別船室料金  

⑸ 前各号に掲げる費用に付随する費用  

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の

場合であつて運賃の等級が区分された船舶により移

動するときは最下級、外国旅行の場合であつて運賃

の等級が区分された船舶により移動するときは最上

級（等級が３以上に区分された船舶により移動する

場合には、最上級の直近下位の級）の運賃の額とす

る。 

 

（航空賃） （航空賃） 

第１１条 航空賃は、航空機（航空法（昭和２７年法律第

２３１号）第２条第１８項に規定する航空運送事業の用

に供する航空機、外国におけるこれに相当するもの

その他任命権者が定めるものをいう。以下同じ。）を

利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲

げる費用（第２号及び第３号に掲げる費用は、第１号

に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公

務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計

額とする。 

第２２条 航空賃の額は旅客運賃の範囲内の実費額に

よる。 

⑴ 運賃  

⑵ 座席指定料金  

⑶ 前２号に掲げる費用に付随する費用  

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級

が区分された航空機により移動する場合には、最下

級の運賃の額とする。 
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（その他の交通費） （車賃） 

第１２条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以

外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次

に掲げる費用（第２号から第４号までに掲げる費用

は、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の

合計額とする。 

第２３条 車賃の額は、実費額による。 

⑴ 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第

１号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業（路

線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅

客の運送を行うものに限る。）の用に供する自動

車（外国におけるこれに相当するものを含む。）を

利用する移動に要する運賃 

 

⑵ 道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅

客自動車運送事業の用に供する自動車（外国に

おけるこれに相当するものを含む。）その他の旅客

を運送する交通手段（前号に規定する自動車を除

く。）を利用する移動に要する運賃 

 

⑶ 前２号に掲げる運賃以外の費用であつて、道路

運送法第８０条第１項の許可を受けて業として有

償で貸し渡す自家用自動車（外国におけるこれに

相当するものを含む。）の賃料その他の移動に直

接要する費用 

 

⑷ 前３号に掲げる費用に付随する費用  

 （旅行雑費） 

 第２４条 宿泊を伴う旅行の旅行雑費の額は、１日につ

き１，０００円とする。 

 ２ 前項に規定する旅行以外の旅行の旅行雑費は、同

項に規定する額の２分の１に相当する額とする。 

第３節 宿泊費等  

（宿泊費） （宿泊料） 

第１３条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、

その額は、１夜につき、当該宿泊に要する費用の額

又は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定め

る額（以下「宿泊費基準額」という。）のいずれか低い

額とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある

場合として任命権者が定める場合の宿泊費の額は、

当該宿泊に要する費用の額とする。 

第２５条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表

第２の定額の範囲内の実費額による。 

⑴ 内国旅行 省令別表第２の１の表区分の欄に掲

げる区分に応じ職務の級が１０級以下の者につい

て同表に定める額 

 

⑵ 外国旅行 省令別表第２の２の表区分の欄に掲

げる区分に応じ職務の級が１０級以下の者につい
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て同表に定める額 

 ２ 宿泊料は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃のほ

かに別に宿泊料を要する場合又は鉄道賃、船賃、航

空賃若しくは車賃を要しないが宿泊料を要する場合

に限り支給する。 

（包括宿泊費）  

第１４条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の

対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動

に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊

に係る省令別表第２に定める宿泊費基準額の合計

額とする。 

 

（宿泊手当）  

第１５条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費

に充てるための費用とし、その額は、１夜につき、次の

各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とす

る。 

 

 ⑴ 内国旅行 省令別表第３の１の表に定める額  

 ⑵ 外国旅行 省令別表第３の２の表区分の欄に掲

げる区分に応じ同表に定める額 

 

２ 宿泊手当の額は、この条例の規定により支給される

宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる

場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、

当該各号に定める額とする。  

 

⑴ 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当する

ものが含まれる場合 前項で定める定額の３分の

２の額 

 

⑵ 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含ま

れる場合 前項で定める定額の３分の１の額 

 

３ 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前２項

の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、第１

項に規定する額とする。ただし、この条例の規定によ

り支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交

通費（包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相

当するものを含む。）に食費に相当するものが含まれ

る場合には、当該額の３分の１の額とする。 

 

４ 旅行者が、旅行中自宅（住所又は居所若しくはこれ

に相当する場所をいう。）に宿泊する場合には、前３

項の規定にかかわらず、宿泊手当は、支給しない。 

 

 （食卓料） 

 第２６条 食卓料の額は、別表第２の定額による。 

 ２ 食卓料は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃のほ

かに食費を要する場合又は鉄道費、船賃、航空賃、
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車賃若しくは宿泊料を要しないが食費を要する場合

に限り支給する。 

    第４節 転居費等  

（転居費） （移転料） 

第１６条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用（第１

８条第１項に規定する場合の家族の転居に要する費

用を含む。）とし、その額は、転居の実態を勘案して

次に掲げる方法により算定される額とする。 

第２７条 移転料の額は、次に規定する額の範囲内の

実費額による。 

⑴ 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の

運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も

経済的なものを選択するときに限り、当該運送に

要する額を転居費の額とする方法 

⑴ 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤

地から新在勤地までの路線に応じた別表第２の額 

⑵ 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、

前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を

転居費の額とする方法  

⑵ 赴任の際扶養親族を移転しない場合には前号に

規定する額の２分の１に相当する額 

⑶ 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道

路運送法第８０条第１項の許可を受けて業として

有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類

するものを利用して家財の運送を行う場合には、

当該運送に要する額を転居費の額とする方法。た

だし、当該運送に要する額が運送業者に依頼した

ものとして第１号の規定により算定した額を超える

ときは、当該額とする。  

⑶ 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜら

れた日の翌日から１年以内に扶養親族を移転する

場合には、前号に規定する額に相当する額 

２ 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又は

これに相当する金額の支払を受ける場合には、前項

の規定により算定した転居費の額から当該支給又

は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。 

２ 前項第３号の場合において扶養親族を移転した際

における移転料の別表第２の額が職員が赴任した際

の移転料の同表の額と異なるときは、同号の額は、

扶養親族を移転した際における移転料の同表の額

を基礎として計算する。 

 ３ 旅行命令権者は公務上の必要又は天災その他や

むを得ない事情がある場合には第１項第３号に規定

する期間を延長することができる。 

（着後滞在費） （着後手当） 

第１７条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在

に係る費用とし、その額は、５夜分を限度として、現

に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計

額に相当する額とする。 

第２８条 着後手当の額は、第２４条第１項に規定する

額の５日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転し

た地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の５

夜分に相当する額による。 

（家族移転費） （扶養親族移転料） 

第１８条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要す

る費用とし、その額は、次に掲げる額とする。 

第２９条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額に

よる。 

⑴ 赴任の際家族（赴任を命ぜられた日において同

居している者に限る。以下この号及び次号におい

て同じ。）を職員の新居住地に移転する場合には、

⑴ 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地ま

で随伴する場合には赴任を命ぜられた日における

扶養親族１人ごとにその移転の際における年齢に
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家族１人ごとに、職員がその移転をするものとして

算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当

及び着後滞在費の合計額に相当する額 

従い次の各号に規定する額の合計額 

 イ １２歳以上の者についてはその移転の際におけ

る職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の

実費額並びに旅行雑費、宿泊料、食卓料及び

着後手当の３分の２に相当する額 

 ロ １２歳未満６歳以上の者についてはイに規定す

る額の２分の１に相当する額 

 ハ ６歳未満の者についてはその移転の際におけ

る職員相当の航空賃の実費額の２分の１に相当

する額（３歳未満の者については、座席を利用

し、利用証明書類を提出した場合に限る。）並び

に旅行雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の３

分の１に相当する額。ただし６歳未満の者を３人

以上随伴するときは、２人を超える者ごとにその

移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃

の実費額の２分の１に相当する金額を加算す

る。 

⑵ 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を

命ぜられた日の翌日から１年以内に家族を職員の

居住地（赴任後家族を移転するまでの間に更に赴

任があつた場合には、当該赴任後における職員の

新居住地）に移転する場合には、同号の規定に準

じて算定した額 

⑵ 前号の規定に該当する場合を除くほか第２７条

第１項第１号又は第３号の規定に該当する場合に

は扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行

について前号の規定に準じて計算した額。ただし、

前号の規定により支給することができる額に相当

する額を超えることができない。 

２ 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他や

むを得ない事情がある場合には、前項第２号に規定

する期間を延長することができる。 

２ 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた

子を移転する場合においては、扶養親族移転料の

額の計算についてはその子を赴任を命ぜられた日

における扶養親族とみなして前項の規定を適用す

る。 

 （近接地以外の同一地域内旅行の旅費） 

 第３０条 近接地以外の同一地域内における旅行につ

いては鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に

より鉄道賃、船賃又は車賃を必要とする場合には、

その実費額を支給する。 

    第５節 その他の種目  

（渡航雑費）  

第１９条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、そ

の額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及

び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税そ

の他外国旅行に必要なものとして任命権者が定める

費用の額とする。 
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 （死亡手当）  

第２０条 死亡手当は、職員又はその配偶者、パートナ

ーシップ関係の相手方若しくは子の外国における死

亡（第３条第２項第５号に規定する場合に限る。）に伴

う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、９３０，

０００円とする。 

 

 第３章 外国旅行の旅費 

 （本邦通過の場合の旅費） 

 第３１条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本

邦内の旅行について支給する旅費は前章に規定す

るところによる。但し外国航路の船舶又は航空機に

より本邦を出発し又は本邦に到着した場合における

船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当

及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び

食卓料については本章に規定するところによる。 

 （鉄道賃） 

 第３２条 鉄道賃の額は次に規定する旅客運賃（以下

この条において「運賃」という。）急行料金及び寝台

料金（これらのものに対する通行税を含む。）の範囲

内の実費額による。 

 ⑴ 運賃の等級を３以上の階級に区分する線路によ

る旅行の場合には、最上級の運賃 

 ⑵ 運賃の等級を２等級に区分する線路による旅行

の場合には、上級の運賃 

 ⑶ 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合に

は、その乗車に要する運賃 

 ⑷ 公務上の必要により特別の座席の設備を利用す

る場合には、前３号に規定する運賃のほかその座

席の利用に要する運賃 

 ⑸ 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料

金を必要とする場合には、前各号に規定する運賃

のほか急行料金又は寝台料金 

 （船賃） 

 第３３条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃（はしけ

賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」と

いう。）及び寝台料金（これらのものに対する通行税

を含む。）の範囲内の実費額による。 

 ⑴ 運賃の等級を２以上の階級に区分する船舶によ

る旅行の場合には、次に規定する運賃の範囲内で

任命権者が定める運賃（最下級の運賃による場合

を除く。） 

 イ 運賃の等級を２以上の階級に区分する船舶に
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よる旅行の場合には、最上級の運賃 

 ロ イの最上級の運賃を更に４以上に区分する船

舶による旅行の場合には、最上級の直近下位

の運賃 

 ハ イの最上級の運賃を更に３に区分する船舶に

よる旅行の場合には、中級の運賃 

 ニ イの最上級の運賃を更に２に区分する船舶に

よる旅行の場合には、下級の運賃 

 ⑵ 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合に

は、その乗船に要する運賃 

 ⑶ 公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の

許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用

する場合には、前２号に規定する運賃のほかその

船室の利用に要する運賃 

 ⑷ 公務上の必要により別に寝台料金を必要とする

場合には、前３号に規定する運賃のほか寝台料金 

 （航空賃及び車賃） 

 第３４条 航空賃の額は、次に規定する旅客運賃（以下

この条において「運賃」という。）の範囲内の実費額

による。 

 ⑴ 運賃の等級を２以上の階級に区分する航空路に

よる旅行の場合には、最上級の直近下位の級の

運賃 

 ⑵ 運賃の等級を設けない航空路による旅行には、

航空機の利用に要する運賃 

 ⑶ 公務上の必要により特別の座席の設備を利用す

る場合には、前２号に規定する運賃のほか、その

座席の利用に要する運賃 

 ２ 車賃の額は、実費額による。 

 （外国旅行日当、宿泊料及び食卓料） 

 第３５条 外国旅行日当の額は、旅行先の区分に応じ

た別表第３の定額による。 

 ２ 宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第３の

定額の範囲内の実費額による。 

 ３ 食卓料の額は、別表第３の定額による。 

 ４ 第２５条第２項及び第２６条第２項の規定は、外国旅

行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。 

 第３６条から第３９条まで 削除 

 （渡航手数料） 

 第３９条の２ 渡航手数料の額は、旅行者の予防注射

料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換
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手数料、空港旅客サービス施設使用料並びに入出

国税の実費額による。 

 第４０条 削除 

 （外国の同一地域内旅行の旅費） 

 第４０条の２ 第３０条の規定は、外国の同一地域内に

おける旅行の旅費について準用する。 

   第３章 雑則    第４章 雑則 

（退職者等の旅費）  

第２１条 第３条第２項第１号又は第４号の規定により支

給する旅費は、退職等の日の翌日から３月以内にお

ける当該退職等に伴う旅行又は本邦への帰住につ

いて、出張又は赴任の例に準じて任命権者が定める

ものとする。 

 

２ 前項の場合において、退職等となつた職員が家族を

移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のう

ち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当

するものを加えるものとする。 

 

３ 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情が

ある場合には、第１項に規定する期間を延長すること

ができる。 

 

 （遺族等の旅費）  

第２２条 第３条第２項第２号、第３号又は第５号の規定

により支給する旅費（死亡手当に係るものを除く。）

は、出張又は赴任の例に準じて任命権者が定めるも

のとする。 

 

 （旅費の支給額の上限）  

第２３条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費

（家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。）

に係る旅費の支給額は、第９条第１項各号、第１０条

第１項各号、第１１条第１項各号及び第１２条各号に掲

げる各費用について、当該各条及び第６条の規定に

より計算した額と現に支払つた額とを比較し、当該各

費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。 

 

２ 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費（宿泊手

当に相当する部分を除く。）、家族移転費（宿泊手当

に相当する部分を除く。）及び渡航雑費に係る旅費

の支給額は、当該各種目について第６条、第１３条、

第１４条、第１６条、第１７条、第１８条第１項及び第１９

条の規定により計算した額と現に支払つた額とを比

較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計し

た額とする。 

 

（旅費の調整） （旅費の調整） 
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第２４条 任命権者は、旅行者が区以外の者から旅費

の支給を受ける場合その他旅行における特別の事

情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅

費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた

旅費又は通常必要としない旅費を支給することとな

る場合においては、その実費を超えることとなる部分

の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しな

いことができる。 

第４１条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊

施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行に

おける特別の事情により又は当該旅行の性質上この

条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に

旅行の実費を超えた旅費または通常必要としない旅

費を支給することとなる場合においては、その実費

を超えることとなる部分の旅費またはその必要としな

い部分の旅費を支給しないことができる。 

２ 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費

により旅行することが当該旅行における特別の事情

により又は当該旅行の性質上困難である場合には、

任命権者が定める旅費を支給することができる。 

２ 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費

により旅行することが当該旅行における特別の事情

により又は当該旅行の性質上困難である場合には、

人事委員会と協議して定める旅費を支給することが

できる。 

（旅費の特例） （旅費の特例） 

第２５条 旅行命令権者は、職員について労働基準法

（昭和２２年法律第４９号）第１５条第３項若しくは第６

４条の規定に該当する事由がある場合において、こ

の条例の規定による旅費の支給ができないとき、又

はこの条例の規定により支給する旅費が同法第１５

条第３項若しくは第６４条の規定による旅費若しくは

費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規

定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその

満たない部分に相当する金額を旅費として支給する

ものとする。 

第４２条 旅行命令権者は職員について労働基準法

（昭和２２年法律第４９号）第１５条第３項若しくは第６

４条の規定に該当する事由がある場合において、こ

の条例の規定による旅費の支給ができないとき、又

はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準

法第１５条第３項若しくは第６４条の規定による旅費

若しくは費用にみたないときは、当該職員に対しこれ

らの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又

はそのみたない部分に相当する金額を旅費として支

給するものとする。 

 （旅費の返納）  

第２６条 支出担当者等は、旅行者又は旅行役務提供

者がこの条例又はこれに基づく命令の規定に違反し

て旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受

けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させな

ければならない。 

 

２ 旅行者がこの条例又はこれに基づく命令の規定に

違反して旅費の支給を受けた場合には、支出担当者

等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出担当

者等がその後においてその者に対し支出し、又は支

払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金

額を差し引くことができる。 

 

３ 前項に規定する給与の種類は、任命権者が定め

る。 

 

 （委任）  

第２７条 この条例に定めるもののほか、この条例の規

定による旅費の支給の手続その他この条例の実施

のため必要な事項は、任命権者が定める。 

第４３条 この条例に定めがあるものの外、実施上必要

なる事項は、任命権者が定める。 

附 則 附 則 
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１～３ （略） １～３ （略） 

４ 地方公務員法第５７条の規定に基づく単純な労務

に雇用される者の旅費の種目及び基準については、

この条例中旅費の種目及び基準に関する規定を準

用する。 

４ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第５７条の

規定に基づく単純な労務に雇用される者の旅費の

種類及び基準については、この条例中旅費の種類

及び基準に関する規定を準用する。 

 別表第１（第２条関係） 

 在勤庁の所在地 近接地の地域 

中野区 東京都 島しよの区域を除く都内の全地域 

神奈川県 横浜市、川崎市、鎌倉市、藤沢市、

逗子市、相模原市、厚木市、大和

市、伊勢原市、海老名市、座間市、

綾瀬市、高座郡寒川町 

千葉県 千葉市、市川市、船橋市、松戸市、

野田市、習志野市、柏市、流山市、

八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦

安市、印西市、白井市 

埼玉県 川越市、川口市、行田市、所沢市、

飯能市、加須市、東松山市、春日部

市、狭山市、鴻巣市、上尾市、草加

市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、

鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、

新座市、桶川市、久喜市、北本市、

八潮市、富士見市、三郷市、蓮田

市、坂戸市、幸手市、鶴ケ島市、日

高市、吉川市、さいたま市、ふじみ野

市、北足立郡伊奈町、入間郡三芳

町、同毛呂山町、同越生町、比企郡

滑川町、同川島町、同吉見町、同鳩

山町、南埼玉郡宮代町、同白岡町、

北葛飾郡杉戸町、同松伏町 

茨城県 取手市 

山梨県 上野原市 

都の区域外 任命権者が在勤庁からおおむね２５キロメート

ル以内の区域で定める市町村の地域 
 

 別表第２（第１５条、第２５条―第２７条関係） 

 ⑴ 宿泊料及び食卓料 

 宿泊料（１夜につき） 食卓料（１夜につき） 

甲地方 乙地方 

１３，１００円 １１，８００円 ２，６００円
 

 備考 宿泊料の甲地方、乙地方の区別は、人事委員会が定めると

ころによる。 

 ⑵ 移転料 

 鉄道５０

キ ロ メ

ー ト ル

未満 

鉄道５０

キ ロ メ

ー ト ル

以上１０

０キロメ

ー ト ル

未満 

鉄道１０

０キロメ

ー ト ル

以上３０

０キロメ

ー ト ル

未満 

鉄道３０

０キロメ

ー ト ル

以上５０

０キロメ

ー ト ル

未満 

鉄道５０

０キロメ

ー ト ル

以上１，

０ ０ ０ キ

ロメート

ル未満 

鉄道１，

０ ０ ０ キ

ロメート

ル 以 上

１，５００

キ ロ メ

ー ト ル

未満 

鉄道１，

５ ０ ０ キ

ロメート

ル 以 上

２，０００

キ ロ メ

ー ト ル

未満 

鉄道２，

０ ０ ０ キ

ロメート

ル以上 

126,0

00 円

144,0

00 円

178,0

00 円

220,0

00 円

292,0

00 円

306,0

00 円

328,0

00 円

381,0

00 円
 

 備考 路程の計算については、水路及び陸路４分の１キロメートル

をもつて鉄道１キロメートルとみなす。 
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 別表第３（第３５条関係） 

 外国旅行日当（１日につき） 宿泊料（１夜につき） 食 卓 料

（１夜に

つき） 

指定都

市 

甲地方 乙地方 丙地方 指定都

市 

甲地方 乙地方 丙地方 

7,200

円

6,200

円 

5,000

円

4,500

円

22,50

0 円

18,80

0 円 

15,10

0 円

13,50

0 円

6,700

円
 

 備考 

 １ 指定都市とは、人事委員会が定める都市の地域をいい、甲

地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として人事

委員会が定める地域のうち指定都市の地域以外で人事委

員会が定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域（本邦を

除く。）、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地

域として人事委員会が定める地域のうち指定都市の地域以

外の地域で人事委員会が定める地域をいい、乙地方とは、

指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域（本邦を除

く。）をいう。 

 ２ 船舶又は航空機による旅行（外国を出発した日及び外国に

到着した日を除く。）の場合における外国旅行日当の額は、

丙地方につき定める定額とする。 

  

   附 則  

（施行期日）  

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

第２条 改正後の中野区職員の旅費に関する条例（以

下「新条例」という。）の規定は、この条例の施行の日

（以下「施行日」という。）以後に新条例第２条第３号

に規定する旅行命令権者が新条例第４条第１項に規

定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施

行日前に改正前の中野区職員の旅費に関する条例

（以下「旧条例」という。）第４条第１項に規定する旅

行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した

旅行については、なお従前の例による。ただし、施行

日前に同項に規定する旅行命令権者が同項に規定

する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例

第２条第３号に規定する旅行命令権者が新条例第４

条第３項の規定により当該旅行命令等を変更する旅

行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当

該変更の日以後の期間に対応する分について適用

し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応す

る分については、なお従前の例による。 

 

２ 新条例第３条第２項の規定は、施行日以後に退職、

免職、失職若しくは休職（以下「退職等」という。）とな

った場合又は死亡した場合について適用し、施行日
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前に退職等となった場合又は死亡した場合について

は、なお従前の例による。 

３ 新条例第３条第５項及び第６項の規定は、これらの

項に規定する者が同条第１項、第２項及び第４項の

規定により旅費の支給を受けることができる場合に

ついて適用し、旧条例第３条第１項から第３項までの

規定により旅費の支給を受けることができる場合に

ついては、なお従前の例による。 

 

４ 新条例第２６条の規定は、新条例又はこれに基づく

命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合に

ついて適用する。 

 

 （中野区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関

する条例の一部改正） 

 

第３条 中野区附属機関の構成員の報酬及び費用弁

償に関する条例（昭和２９年中野区条例第１２号）の

一部を次のように改正する。 

 

  第４条第２項中「車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓

料」を「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿

泊手当」に改め、同条第３項中「車賃及び宿泊料」を

「その他の交通費及び宿泊費」に改める。 

 

 （中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部改正） 

 

第４条 中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例（昭和３１年中野区条例第１３号）の一

部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「種類」を「種目」に、「車賃、外国旅

行日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料及び渡航手数

料」を「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊

手当、渡航雑費及び死亡手当」に、「別表副区長、教

育長及び常勤の監査委員の項」を「第３条第２項」に

改め、同項ただし書を削る。 

 

 （中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の

報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

 

第５条 中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査

委員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年

中野区条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第３項中「種類」を「種目」に、「車賃、外国旅

行日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料及び渡航手数料

の９種」を「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、

宿泊手当及び渡航雑費の８種」に、「別表副区長、教

育長及び常勤の監査委員の項」を「第３条第２項」に

改める。 

 

 

 （中野区長等の給料等に関する条例の一部改正）  
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第６条 中野区長等の給料等に関する条例（昭和３１年

中野区条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項中「種類」を「種目」に、「車賃、外国旅

行日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手

当、扶養親族移転料及び渡航手数料」を「その他の

交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着

後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当」

に、「別表に定めるところによる」を「中野区職員の旅

費に関する条例（昭和２６年中野区条例第１７号）に

規定する額とする」に改め、同項に次のただし書を加

える。 

   ただし、宿泊費の額については、同条例第１３条各

号中「職務の級が１０級以下の者」とあるのは、「指

定職職員等」とする。 

  第５条第４項中「（昭和２６年中野区条例第１７号。以

下「旅費条例」という。）」を削る。 

  別表を削る。 

 

 （中野区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条

例及び中野区議会等の求めにより出頭した者等の

費用弁償に関する条例の一部改正） 

 

第７条 次に掲げる条例の規定中「車賃、旅行雑費、宿

泊料及び食卓料」を「その他の交通費、宿泊費、包括

宿泊費及び宿泊手当」に改める。 

 

 ⑴ 中野区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する

条例（昭和３１年中野区条例第１７号）第４条第２項 

⑵ 中野区議会等の求めにより出頭した者等の費用

弁償に関する条例（昭和３７年中野区条例第１３

号）第３条第３項 

 

 （選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正） 

 

第８条 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和３４年中野区条例第３号）の一部を次のように

改正する。 

  第３条第２項中「種類」を「種目」に、「車賃、旅行雑

費、宿泊料及び食卓料」を「その他の交通費、宿泊

費、包括宿泊費及び宿泊手当」に改める。 

 

 （中野区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関

する条例等の一部改正に伴う経過措置） 

 

第９条 附則第３条の規定による改正後の中野区附属

機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例第

４条第２項及び第３項、附則第４条の規定による改正

後の中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例第５条第２項、附則第５条の規定による
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改正後の中野区行政委員会の委員及び非常勤の監

査委員の報酬及び費用弁償に関する条例第５条第３

項、附則第６条の規定による改正後の中野区長等の

給料等に関する条例第３条第２項及び第５条第４項、

附則第７条（第１号に係る部分に限る。）の規定による

改正後の中野区非常勤職員の報酬及び費用弁償に

関する条例第４条第２項、附則第７条（第２号に係る

部分に限る。）の規定による改正後の中野区議会等

の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例

第３条第３項並びに前条の規定による改正後の選挙

長等の報酬及び費用弁償に関する条例第３条第２項

の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用

し、施行日前に出発した旅行については、なお従前

の例による。 

 

【附則第３条関係】中野区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第３条 （略） 第１条～第３条 （略） 

（費用弁償） （費用弁償） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 委員が公務のため特別区の存する区域外を旅行し

たときの費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他

の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当の７種

とする。ただし、その額が３，０００円に満たないとき

は、３，０００円とする。 

２ 委員が公務のため特別区の存する区域外を旅行し

たときの費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、

旅行雑費、宿泊料及び食卓料の７種とする。ただし、

その額が３，０００円に満たないときは、３，０００円と

する。 

３ 委員が会議に出席するため旅行したときの費用弁

償は、鉄道賃、船賃、その他の交通費及び宿泊費の

４種とし、特別区の存する区域外から出席する者に

限り支給する。 

３ 委員が会議に出席するため旅行したときの費用弁

償は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料の４種とし、特

別区の存する区域外から出席する者に限り支給す

る。 

４ （略） ４ （略） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

   附 則 （略）    附 則 （略） 

 

【附則第４条関係】中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第４条 （略） 第１条～第４条 （略） 

 （費用弁償）  （費用弁償） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交

通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費及

び死亡手当とし、その額は、中野区長等の給料等に

関する条例（昭和３１年中野区条例第１５号）第３条第

２ 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、外国

旅行日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料及び渡航手数

料とし、その額は、中野区長等の給料等に関する条

例（昭和３１年中野区条例第１５号）別表副区長、教育
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２項に規定する額とする。 長及び常勤の監査委員の項に規定する額とする。た

だし、議長及び副議長が議会を代表する場合は、同

表区長の項に規定する額とする。 

３ （略） ３ （略） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

   附 則 （略）    附 則 （略） 

 

【附則第５条関係】中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例新旧対 

照表 

改正案 現行 

第１条～第４条 （略） 第１条～第４条 （略） 

（費用弁償） （費用弁償） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項に定めるもののほか、公務のため特別区の存

する区域外を旅行したときに支給する第１項の旅費

の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、

宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び渡航雑費の８種

とし、その額は、中野区長等の給料等に関する条例

（昭和３１年中野区条例第１５号）第３条第２項に規定

する額とする。ただし、その額が３，０００円に満たな

いときは、３，０００円とする。 

３ 前項に定めるもののほか、公務のため特別区の存

する区域外を旅行したときに支給する第１項の旅費

の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、外国旅行日

当、旅行雑費、宿泊料、食卓料及び渡航手数料の９

種とし、その額は、中野区長等の給料等に関する条

例（昭和３１年中野区条例第１５号）別表副区長、教育

長及び常勤の監査委員の項に規定する額とする。た

だし、その額が３，０００円に満たないときは、３，０００

円とする。 

４ （略） ４ （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

別表 （略） 別表 （略） 

 

【附則第６条関係】中野区長等の給料等に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略） 

（旅費） （旅費） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交

通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着

後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当と

し、その額は、中野区職員の旅費に関する条例（昭

和２６年中野区条例第１７号）に規定する額とする。た

だし、宿泊費の額については、同条例第１３条各号中

「職務の級が１０級以下の者」とあるのは、「指定職職

員等」とする。 

２ 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、外国

旅行日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、着

後手当、扶養親族移転料及び渡航手数料とし、その

額は、別表に定めるところによる。 

第４条 （略） 第４条 （略） 
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（支給方法等） （支給方法等） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 旅費の支給方法は、中野区職員の旅費に関する条

例の適用を受ける職員の例による。 

４ 旅費の支給方法は、中野区職員の旅費に関する条

例（昭和２６年中野区条例第１７号。以下「旅費条例」

という。）の適用を受ける職員の例による。 

附 則 （略） 附 則 （略） 

 別表（第３条関係） 

 職名 旅費の額 

区長 旅費条例に定める額。ただし、旅費条例第２４条第１

項中「１，０００円」とあるのは「３，３００円」と、旅費条例別

表第２（１）の表中「１３，１００円」とあるのは「１６，５００円」

と、「１１，８００円」とあるのは「１４，９００円」と、「２，６００

円」とあるのは「３，３００円」と、旅費条例別表第３中「７，

２００円」とあるのは「９，４００円」と、「６，２００円」とある

のは「７，９００円」と、「５，０００円」とあるのは「６，３００

円」と、「４，５００円」とあるのは「５，７００円」と、「２２，５０

０円」とあるのは「２９，０００円」と、「１８，８００円」とあるの

は「２４，２００円」と、「１５，１００円」とあるのは「１９，４００

円」と、「１３，５００円」とあるのは「１７，４００円」と、「６，７０

０円」とあるのは「８，０００円」としてこれらの規定を適用

する。 

副区長、教

育長及び常

勤の監査委

員 

旅費条例に定める額。ただし、旅費条例第２４条第１

項中「１，０００円」とあるのは「３，０００円」と、旅費条例別

表第２（１）の表中「１３，１００円」とあるのは「１５，０００円］

と、「１１，８００円」とあるのは「１３，５００円」と、「２，６００

円」とあるのは「３，０００円」と、旅費条例別表第３中「７，

２００円」とあるのは「８，３００円」と、「６，２００円」とある

のは「７，０００円」と、「５，０００円」とあるのは「５，６００

円」と、「４，５００円」とあるのは「５，１００円」と、「２２，５０

０円」とあるのは「２５，７００円」と、「１８，８００円」とあるの

は「２１，５００円」と、「１５，１００円」とあるのは「１７，２００

円」と、「１３，５００円」とあるのは「１５，５００円」と、「６，７０

０円」とあるのは「７，７００円」としてこれらの規定を適用

する。 
 

 

【附則第７条第１号関係】中野区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第３条 （略） 第１条～第３条 （略） 

（費用弁償） （費用弁償） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通 ２ 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑
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費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当の７種とし、そ

の額は、任命権者が、あらかじめ区長と協議して定

める。 

費、宿泊料及び食卓料の７種とし、その額は、任命権

者が、あらかじめ区長と協議して定める。 

第５条 （略） 第５条 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

 

【附則第７条第２号関係】中野区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略） 

（費用弁償） （費用弁償） 

第３条  第３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 参考人等が特別区の存する区域外から旅行したと

きの費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交

通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当の７種とし、

その額は、中野区職員の旅費に関する条例（昭和２６

年中野区条例第１７号）に規定する額とする。ただし、

その額が３，０００円に満たないときは、３，０００円と

する。 

３ 参考人等が特別区の存する区域外から旅行したと

きの費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行

雑費、宿泊料及び食卓料の７種とし、その額は、中野

区職員の旅費に関する条例（昭和２６年中野区条例

第１７号）に規定する額とする。ただし、その額が３，０

００円に満たないときは、３，０００円とする。 

４ （略） ４ （略） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

   付 則 （略） 付 則 （略） 

 

【附則第８条関係】選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略） 

（費用弁償） （費用弁償） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 費用弁償の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他

の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当の７種

とし、その額は、中野区職員の旅費に関する条例（昭

和２６年中野区条例第１７号）に規定する額とする。 

２ 費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、

旅行雑費、宿泊料及び食卓料の７種とし、その額は、

中野区職員の旅費に関する条例（昭和２６年中野区

条例第１７号）に規定する額とする。 

第４条 （略） 第４条 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

別表 （略） 別表 （略） 

 

 


